
鈴鹿市庁内委員会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年１１月２８日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市規則第５４号 

鈴鹿市庁内委員会規則の一部を改正する規則 

鈴鹿市庁内委員会規則（平成９年鈴鹿市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１～31  略 １～31  略 

32 鈴鹿市シティプロモーション推進プロ

ジェクトチーム 

 

 目的 シティプロモーションを推進

することにより、シビックプ

ライドの醸成、移住及び定住

の促進、関係人口及び交流人

口の拡大、地域経済の活性化

等を図る。 

     

 所掌事

項 

(１) シティプロモーション

の推進に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほ 

か、シティプロモーション 

の推進に関し必要な事項 

     

 定数 10人以内      

 事務局 政策経営部総合政策課      

  



附 則 

この規則は、令和７年１２月１日から施行する。 


